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育児・介護休業、子の看護休暇等に関わる制度が法定以上に整備さ
れています。

時間単位または半日単位で年次有給休暇制度を利用可能です。

特別な有給休暇制度 両立支援制度を利用しやすい評価制度

年次有給休暇の他にも、特別に設けられた有給休暇制度がありま
す。

育児休業制度等を利用した場合、昇給等に通常勤務と差がありませ
ん。

充実した育休等の制度 柔軟に活用できる 年次有給休暇制度

残業を減らすための取組 WLB推進企業登録

所定外労働を減らすための取組を行っています。
滋賀県のワーク・ライフ・バランス推進企業として登録されていま
す。

男性の育児休業取得率 女性の育児休業取得率
育休・産休から

復帰した女性の割合

男性も育児休業を取りやすい企
業風土です。

女性が育児休業を取得しやすい
企業風土です。

育児休業、産前・産後休業から
復帰して働く女性が多くなって
います。
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男性を100とした場合の
女性の平均賃金

80.1ポイント 年間の平均賃金の男女差（男性を100とした時の女性の割合）が小さ
い企業です。

(74.8ポイント以上)

私たちは、仕事と生活の調和を推進し、働きやすい雰囲気を作ることによって、
社員がその能力を十分に発揮できる職場環境づくりに努めております。
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女性正規従業員比率

株式会社 笹川組
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https://www.sasakawa.co.jp

％

企業・団体PR

企業HP


